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※今年度の申請受付は、2024 年１月 31 日までです（申請期限を延長しました。）。

● 市外企業が、市内に初進出する場合（市内初進出）

● 市内に事業所等を持つ企業が、研究所等を市内で拡張・移転する場合（拡張・移転特例）

令和５年度 横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成制度のご案内 
～ 横浜へ進出する企業に助成金を交付します︕ ～ 

＜担当・お問合せ先＞ 横浜市 経済局 企業誘致・立地課 
〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10   
TEL:045-671-2594 FAX:045-664-4867  E-Mail︓ke-yuchi@city.yokohama.jp 

① 制度概要（※詳しい要件はＰ.2 をご確認ください。）

対象部分の床面積が、 
拡張・移転前より 
「50 ㎡以上」増加  

かつ 

対象部分の従業者数が、 
拡張・移転前より 
「3 人以上」増加  

対象分野 

・本社
・研究所

面積要件／人数要件 
 

進出機能 助成額（上限） 

上限 

250 万円

対象分野 進出機能 助成額（上限） 

事業所等 
・本社
・研究所
・事業所

 
◆DX
◆環境
◆健康・医療
◆イノベーション創出
◆MICE
※対象分野の内訳は、P.5 を
ご参照ください。

上限 

500 万円

対象部分の床面積 
「50 ㎡以上」  かつ 

従業者数「３人以上」 

<サービスオフィス等特例> 
対象部分の床面積 
「10 ㎡以上」  かつ 
従業者数「３人以上」 

上限 

125 万円

対象部分の床面積 
「50 ㎡以上」  かつ 

従業者数「３人以上」 

上限 

250 万円

◆子育て
◆モビリティ
◆脱炭素

※対象分野の内訳は、P.5 を
ご参照ください。

<サービスオフィス等特例> 
対象部分の床面積 
「10 ㎡以上」  かつ 
従業者数「３人以上」 

上限 

250 万円

面積要件／人数要件 

上限 

125 万円

その他の成長分野 

◆子育て
◆モビリティ
◆脱炭素
※対象分野の内訳は、P.5 を
ご参照ください。

◆DX
◆環境
◆健康・医療
◆イノベーション創出
◆MICE
※対象分野の内訳は、P.5 を
ご参照ください。

その他の成長分野 

・研究所
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● 子育て、モビリティ、脱炭素分野の市外企業（注１）が、事業所等（注２）を市内に初進出する場合（市内初進出）

【助成額】 下記①+②の合計   上限 500 万円
① 基 準 額 床面積 50 ㎡あたり 50 万円（上限 250 万円）
② 上乗せ額 床面積 50 ㎡あたり 50 万円（上限 250 万円）

＜サービスオフィス等特例(注 3)＞ 

【助成額】 下記①+②の合計   上限 250 万円
① 基 準 額 床面積 10 ㎡あたり 10 万円（上限 125 万円）
② 上乗せ額 床面積 10 ㎡あたり 10 万円（上限 125 万円）

【面積・人数】進出先において対象部分（注 4）の床面積及び従業者数（注 5）が制度概要(P.1)に示す以上の規模であること。 
【進出機能】設置する機能が事業所等（注２）であること。 

● その他の成長分野の市外企業（注１）が、事業所等（注２）を市内に初進出する場合（市内初進出）

【助成額】 床面積 50 ㎡あたり 50 万円 上限 250 万円
＜サービスオフィス等特例(注 3)＞ 

【助成額】 床面積 10 ㎡あたり 10 万円  上限 125 万円

【面積・人数】進出先において対象部分（注 4）の床面積及び従業者数（注 5）が制度概要(P.1)に示す以上の規模であること。 
【進出機能】設置する機能が事業所等（注２）であること。 

● 市内に事業所等（注２）を持つ子育て、モビリティ、脱炭素分野の企業が、本社、研究所を市内で拡張・移転する場合
（拡張・移転特例）

【助成額】 下記①+②の合計   上限 250 万円
① 基 準 額 床面積 50 ㎡あたり 50 万円（上限 125 万円）
② 上乗せ額 床面積 50 ㎡あたり 50 万円（上限 125 万円）

【面積・人数】進出先において対象部分（注 4）の床面積及び従業者数（注 5）が制度概要(P.1)に示す以上の規模であること。 
【進出機能】設置する機能が本社、研究所、子育て関連施設（子育て分野に限る）であること。 

● 市内に事業所等（注２）を持つその他の成長分野の企業が、研究所を市内で拡張・拡張する場合（拡張・移転特例）

【助成額】 床面積 50 ㎡あたり 50 万円 上限 125 万円
【面積・人数】進出先において対象部分（注 4）の床面積及び従業者数（注 5）が制度概要(P.1)に示す以上の規模であること。 
【進出機能】設置する機能が研究所であること。 

② 助成要件・助成内容 等
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賃貸借契約を締結する前に、「横浜市成長産業立地促進助成 事業計画概要書（第１号様式）」を提出する必要があります。
契約※締結の前日までにこの書類を提出していない場合は、助成金の申請はできませんので、ご注意ください。 
※契約とは、サービスオフィス特例の場合は事業所の使用に関する付加サービスを含む契約、それ以外の場合は建物の賃貸借契

約をいいます。
【事業計画概要書（第１号様式）提出後】 
・ 契約を締結されましたら、担当へご連絡ください。
・ 拡張・移転特例の場合︓移転前に、あらかじめ管轄のハローワークから「適用事業所台帳ヘッダー１」を取得下さい。申請時の従

業者数確認のため必要な書類となります（移転後にも、事業開始後の従業者数確認のため、再度「適用事業所台帳ヘッダー
１」をご提出いただきます。）。

事業開始後に交付申請書を含む下記書類をご提出いただきます。 
※事業開始後、担当職員が事業所等の現地確認を行います。

●主な提出書類は次のとおりです。
・交付申請書兼実績報告書（横浜市様式）
・決算報告書（直近２期分）︓貸借対照表、損益計算書、販売及び一般管理費内訳
（注）決算期が２期確認できない、また２期連続で債務超過の場合は、助成対象となりません。
・役員等氏名一覧表（横浜市様式）︓全役員の氏名、生年月日、性別、住所
（注）神奈川県警に暴力団該当の有無を照会させていただきます。
・対象事業所等の従業員数が確認できる書類︓適用事業所台帳ヘッダー１
・法人設立・開設届出書又はこれに類する書類写し
・賃貸借契約書写し（サービスオフィス等特例の場合は、サービス契約書写し）

●都心部地域（注 6）以外への立地・外資系企業の一次投資（注 7）特例

次に掲げる都心部地域（注 6）以外の市域に進出する場合又は外資系企業の一次投資（注 7）の場合、制度概要(P.1)
に示す面積要件・人数要件の「かつ」を「又は」に緩和します。 

③ 事業計画概要書の提出（契約※締結前） 

④ 助成金の交付申請（事業開始後）※申請期限は 2024年１月ですが、なるべく早めにご申請ください。

(注１) 市外企業︓株式会社、合資会社、合名会社、合同会社（以下「会社」と総称します。）、外国会社又は外国会社が議決権等の３
分の１超を有する会社（以下「外資系企業」といいます。）で、市内に研究所、本社、支店、営業所その他これらに類す
るものを有しないものをいいます。 

(注２) 事業所等︓研究所、本社、事務所、子育て関連施設(子育て分野に限る。)その他これらに類するもので、その事業の用に供するもの
をいいます。 

（工場、倉庫、店舗（子育て関連施設を除く。）などは含みません。） 

(注３)サービスオフィス等特例 ︓事業所の使用に関する付加サービスを含む契約に基づいてサービスオフィスに２年以上入居する場合の特例制度で
す。入居するサービスオフィスは、法人登記が可能であり、広く一般に入居者を募集していることが要件です。 

(注４) 対象部分︓事業所等のうち、倉庫等の物品等の保管の用に供する部分、展示スペース・ショールーム部分、物品販売・サービス提供を
目的とした店舗（子育て関連施設を除く。）、飲食施設等の部分を除いた専有部分をいいます。サービスオフィス等特例
の場合は、事業所等のうち、個室等の仕切りのある専有スペース（施錠可能）部分をいいます。 

(注５) 従 業 者 ︓直接雇用する労働者で雇用保険の適用対象となる方をいいます。 

(注６)都心部地域︓横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(平成 30 年３月条例第５号)第２条第１号に
規定する企業立地等促進特定地域のうち、みなとみらい 21 地域、横浜駅周辺地域、関内周辺地域及び新横浜都心
地域をいいます。 

(注７)外資系企業の一次投資︓外資系企業であって日本国内に事業所等を有しないものをいいます。 
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助成金交付までの手続き及びスケジュールは、概ね次のとおりです。 
(1) 「事業計画概要書（第１号様式）」の提出     ︓～2024 年１月（契約締結日の前日まで） 
(2) 職員による事業所等の現地確認           ︓2023 年 4 月～2024 年１月（事業開始後） 
(3) 助成金の交付申請                   ︓2023 年 4 月～2024 年１月（事業開始後） 
(4) 審査、交付決定・交付額確定通知             ︓2024 年 2 月 
(5) 交付請求書の提出                  ︓2024 年 2 月～3 月 
(6) 助成金の交付                       ︓2024 年３月末 ※指定口座へ振込 

（１） 事業の継続義務（２年間）、実施状況報告について
① 事業継続義務期間中は、進出した事業所等で当該事業を継続しなければなりません。 

※事業継続義務期間︓事業開始日から２年を経過する日までの間
※事業開始日︓当該事業所等で要件（P.1～2）を満たし、事業計画概要書に係る事業を開始した日

② 事業継続義務期間中は、当該事業の実施状況を、毎年、事業開始日の属する月に、次の書類により報告しな
ければなりません。

●横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成 状況報告書（第１０号様式）
●横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成 役員等氏名一覧表（第５号様式）
●直近の法人市民税に係る確定申告書（写し）

（注）これらの義務に違反した場合、交付決定を取り消し、助成金を返還していただきます。 
※返還する助成金に、年 10.95％の加算金が加算されます。

（２） 助成金額の算定について
・申請額の合計が予算額を上回った場合、予算額の範囲内で按分し、申請額を減額して交付します。

（３） 他制度との併用の不可について
次の申請等をした場合は、本助成金の申請（事業計画概要書の提出）はできません。 ※併用不可
・横浜市スタートアップ立地促進助成金の申請（事業計画概要書の提出）
・横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例（企業立地促進条例）に基づく認定申請

＜手続きの流れ＞
助成金交付
（2024年３月）

申
請
者

横
浜
市

※３月下旬に記者発表を行います。

契約前
（～2024年１月）

契約締結
（～2024年１月）

事業開始
（2023年１月～

2024年１月）

申請書の提出
（2023年４月～

2024年１月）

交付決定
（2024年２月）

助成金請求
（2024年２～３月）

事業計画概要書
（第１号様式）

受 付

申請書等の書類
・交付申請書

・決算書

・役員等氏名一覧表

・適用事業所台帳

ほか、その他の書類

受 付 審査
交付決定兼
確定通知書

受 領
交付請求書
（第９号様式）

受 領
助成金
支 出

助成金
交 付

(1)

提 出 提 出 通 知 提 出 振 込

契約締結 事業開始

現地確認

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

⑤ 手続きの流れ、スケジュール

⑥ 注意事項（必ずお読みください）
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2023 年 11 月施行 

分野 
対象事業 

区分 主な事業（例） 

子育て 

子育て製品の製造 
子育て用品、チャイルドシート、子供の衣料・食品・医療機器等

の開発・製造 

子育てＤＸ 子育てサービスのオンライン化、子育て支援アプリ開発・運営 

学習(市内の子育て環境

の向上に資するものに

限る。) 

良質な教育プログラムを備えた学童施設の運営、学習に関するソ

フト・ハードウエア開発、学習コンテンツ配信・出版 

人材育成 子育てサービスに係る人材の育成 

代行サービス業 

家事代行、ベビーシッター 

※当該事業に関する実績等から、利用者及び子供の安全性が十分

に担保できると市長が認めるものに限る。

モビリティ 

※化石燃料に

よるものを除

く

次世代交通 
次世代交通、アボイド、自動車のDX化（自動運転、運転支援サー

ビス等）の開発・システムの構築・実装等 

交通の安全性向上 道路システムのDX、ビッグデータを活用した交通安全対策 

次世代モビリティ 
次世代自動車、ドローン、パーソナルモビリティ、グリーンスロ

ーモビリティ等 

脱炭素 

エネルギー 

再生可能エネルギー（太陽光、風力、地熱、潮汐、バイオマス

等） 

非化石エネルギー（水素・e-Fuel・アンモニア、核融合発電等） 

次世代電力マネジメント（次世代蓄電池、次世代半導体を含

む。） 

レアメタル資源確保 

産業のエネルギー需給構造の転換 

カーボンリサイクル CCS事業 

脱炭素素材 脱炭素資材開発・製造 

その他の 

成長分野 

ＤＸ化促進 

医療DX、ビッグデータ分析・地理空間情報活用、通信のDX化、情

報収集・蓄積・分析・提供等の共通基盤の構築、分散型デジタル

社会実現、DX技術による迅速・確実な情報提供や避難誘導、DX技

術による作業の自動化・情報共有の簡素化・データ活用、デジタ

ルタウン・デジタルシティ、システムの受託開発 

環境負荷低減 

次世代照明機器、建築物の省エネルギー化(ZEB、ZEH)等、フロン

等排出抑制・開発、プラスチック資源循環、環境負荷低減に係る

技術(高効率ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ発電ｼｽﾃﾑ等) 

健康・医療 
医薬品、医療用装置・器機、医療・介護ロボット、未病、遺伝子

検査受託業務事業 

イノベーション促進 
ＡＩ技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、宇宙、

海洋、半導体の産業基盤の強靱化等 

MICE関連 
総合企画・運営サービス（PCO）、学会や協会の事務局等（別表

第５に定める実績を有するもの等に限る。） 

⑦ 次世代重点・成長分野立地促進助成の対象分野一覧


